
   

１１１０ 輸入（納税）申告書の記載方法について 

 

税関様式Ｃ第5020号

長殿

（都市） （国）

（都道府県名東京都 ）

●●●●

蔵入、移入又は総保入先

千 円 千 円

減免税額 条 号

別表

条 号

減免税額

条 号

減免税額

条 号

減免税額

千 円 千 円

減免税額 条 号

別表

条 号

減免税額

条 号

減免税額

条 号

減免税額

貨物の個数・記号・番号 円

添付書類(許可・承認・申請等)輸入承認又は契約許可番号

円 (特定月) 月

円

年 月 日 円

※税関記入欄 円 (特定月) 月

円

年 月 日 円

円

年 月 日 円

円

年 月 日 円

※

法令名

食品・植物・家畜・薬事・化審

(注)

（規格Ａ４）

1． ※印の欄は記入しないで下さい。

2． この申告による課税標準又は納付すべき税額に誤りがあることがわかったときは、修正申告又は更正の請求をすることができます。なお、輸入の許可後、税関長の調査により、この申告による税額等を更

正することがあります。

3． この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に対して審査請求をすることができます。

通 関 士 記 名
原 産 地 証 明 書

本 船 扱 ・ ふ 中 扱 ・

搬 入 前 申 告 扱

仕 入 書 に 代 わ る 書 類 関税法70条関係許可・承認等

(有)
税関

確認
※ 受 理 ※ 審 査 ※ 収 納

仕 入 書
輸 入 貿 易 管 理 令

別 表 第 1 ・ 2 第 号

税
個

(税額)

(納期限)

税
個

(税額)

(納期限)

消

・

地

税

包 (税額)

個

(税額)

(納期限)

関

税

包 (税額)

個
(税額)

(納期限)

１ 欄
\7,000-

△地方消費税 ( 欄 )

納期限の延長に係る事項 延長しない税額 ※許可・承認印、許可・承認年月日

△ 税 ( 欄 )

(欄数 )
\24,900-

包 括 申 告 １ 枚 △ 消 費 税 ( 欄 )

受 理 番 号

個別 包括
合 計

関 税 ( 欄 )

評

価

申

告

税 額
△ 税 ( 欄 )

評価申告書 Ⅰ

関税 法施行 令第 4条 第 1項第 3号
\0-

　　　1CARTON
　　　SABURO ZEIKAN
　　　1-1,3 CHOME,KASUMIGASEKI,
　　　CHIYODAKU,TOKYO,JAPAN

又 は 第 4 号 に 係 る 事 項 有 無

Ⅱ

項

酒 石 消 地

輸

酒 石 消 地

輸

項

項

酒 石 消 地

輸

基 協 特 暫 項

定率 暫定

税表

細分

符

号

（ ）

項

酒 石 消 地

輸

酒 石 消 地

7,023
輸

項

項

酒 石 消 地

WALL CLOCK

320,750 7.8%
24,900

輸

24,900 22
78

基 協 特 暫 項

定率 暫定

税表

細分

320 FREE 0
符

号

（ ）
9105.21 000

NO
KG

1
2

減免税条項

番 号 統計細分 △内国消費税等課税標準額 △種別等・税率 △内国消費税等税額 適用区分

品 名
単位 正 味 数 量

申告価格（ＣＩＦ） 税 率 関 税 額

所 在 地 神奈川県横浜市中区海岸通1-1

プラットフォーム
（※貨物が通信販売貨物の場合に記載）

氏 名又 は名
称 横浜時計株式会社

の 名 称 等 電 話 番 号 22-2222-2222

貨 物 運 送 先 場所 引受人

複数箇所

通 販 貨 物等 識別

通信販売貨物 ＦＳ利用貨物 その他の貨物

運 送 場 所 識 別 輸入者住所と同じ 定めなし １箇所

仕 出 人 　　○○-○○○○ U.S.A
　　ABC Co.,Ltd

（調査用符号）

住 所 氏 名 蔵 置 場 所

税 関 事 務管 理人
（※輸入者が非居住者の場合に記載）

氏名及び受理番号

　　11-1111-1111

N/Y -0403船 荷 証券 番号 ※

代 理 人 　　東京都江東区青海2-7-11

NEW YORK U.S.A 輸 入 者 符 号 99999住 所 氏 名 　　東京通関株式会社 積 出 地

電 話 番 号

電 話 番 号 　　00-0000-0000

U.S.A
原産国（地）符号 3047

原 産 地

住所氏名
（名称及び
代表者の氏
名）

　　税関　三郎
令和7年10月12日

貿 易 形 態別 符号 518
入 港 年 月 日

AMERICA MARU
船 （ 機 ）籍 符号 2

輸 入 者 　　東京都千代田区霞が関3-1-1
積 載 船（ 機）

名

東京税関
TOKYO

船（取）卸港符号
宛 先 船 （ 取） 卸港

IMW IAC IBP

BP
9999-0000-(D)

申 告年 月日 2025年10月12日 RE-IMP ISW

輸入(納税)申告書 申　告　番　号

（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用） IC IS IM IA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

18

17

19

20

21

22
23 24 25

26

27 28 29

30 3231

3337
34

35

36
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【輸入（納税）申告書の書き方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)申告する年月日を記入 

(2)申告する税関官署の名称を記入 

(3)輸入者自身が輸入申告をする場合に、申告
者の住所、氏名（原則としてインボイス（又
は船荷証券 (B/L)）に記載されている荷受
人）の記入 

(4)貨物の仕出人（貨物を輸入者に送った者）
の住所、氏名（原則としてインボイスに荷
送人として記載されている者）の記入 

(5)輸入者自身が非居住者で、税関事務管理人
を定めるべき場合、税関事務管理人の氏名
及び受理番号を記入 

(6)通信販売貨物、ＦＳ利用貨物、その他の貨
物のうち、該当する貨物の種別の枠内に×
印を記入 

(7)貨物が通信販売貨物の場合、その通信販売
で利用されたプラットフォームの名称等を
記入 

(8)通常の輸入の場合は、ＩＣの枠内に×印を
記入 

(9)貨物が船（取）卸しされた港（空港）の名
称を記入 

(10)貨物を積載してきた船舶（航空機）の名称
を記入 

(11)貨物を積載してきた船舶（航空機）の入港
年月日を記入 

(12)貨物が生産された国名を記入 

(13)貨物が船舶（航空機）に積み込まれた都市
名及び国名を記入 

(14)船荷証券(B/L)(航空貨物にあっては Air 

WayBill)の番号を記入 

ただし、その貨物が保税運送された貨物
の場合は、承認書の番号を記入 

(15)貨物が保管されている場所の名称を記入 

(16)貨物の運送先について、該当する項目の枠
内に×印を記入 

(17)貨物の運送先の所在地及び名称を記入（た
だし、輸入者住所(3)と同一の場合には記
入の必要はない。） 

(18)税関相談官又は窓口の職員に確認して 

  記入 

(19)一般的な商品名（例えば、インボイスの
商品名）を記入 

(20)実行関税率表に基づき、「番号」欄には申
告する貨物に対応する税表番号（６桁）
を、「統計細分」欄にはその統計番号（３
桁）を、「税表細分」欄にはその細分番号
を記入 

(21)実行関税率表に掲げられている統計単位
を記入（二つの統計単位がある場合には、
その双方を記入） 

(22)(21)の「単位」により表示される数量を
記入。その貨物の全量が単位に達しない
場合には、左側の白抜き部分に「０」を、
単位未満の数値は右側の色刷り部分にそ
れぞれ記入 

(23)CIF 価格(輸入港までの運賃、保険料込み
の価格、つまり輸入港到着価格)を日本円
で記入 

(24)実行関税率表に基づき、その貨物に適用
される税率を記入し、その適用区分に従
って下の枠内に×印を記入 

    なお、無税の場合は Free と記入 

(25)申告価格（千円未満切捨て）に税率を乗
じて得た金額を円単位まで記入 

    この場合、千円以上は左側の白抜き部分
に、千円未満は右側の色刷り部分に記入 

(26)消費税、酒税等の内国消費税及び地方消
費税が課される物品について、「適用法律
区分」の枠内に×印を記入 

(27)申告価格に関税額（百円未満切捨て）を
加えた金額を記入 

(28)内国消費税の税率を記入 

(29)(25)と同様に計算し、円単位まで記入 

(30)(29)に記入した消費税額から百円未満を
切り捨てた金額を記入 

(31)地方消費税の税率を記入 

(32)(30)の金額に税率を乗じて得た金額を円
単位まで記入 

(33)税目ごとに税額を計算し、税目ごとにそ
れぞれの合計額（百円未満切捨て）と税
目ごとの欄数を記入 

(34)貨物の外装の総個数、マーク及び番号を
記入 

(35)輸入承認証等があれば、その番号を記入 

(36)添付書類に応じて右の枠内「有」の欄に
×印を記入 

(37)取引の内容によっては評価申告が必要で
あり、該当箇所に×印（包括申告の場合
には受理番号を含む。）を記入 

参考：輸入申告書（税関様式Ｃ第 5020 号）記載
要領 

【共通事項】 

 １．記入は、全て黒色のタイプ又は 

   ペンで行う 

 ２．記入は、和文又は英文で行う 

 ３．訂正するときは訂正箇所を２本 

の線で消し込み、訂正箇所の上方  

  に訂正事項を記入する 

 

https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5020k_20251012ver.pdf
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C5020k_20251012ver.pdf


【輸入（納税）申告書における「船（取）卸港」欄及び「積出地」欄の記載に関する

具体例】 

 関税法令に基づき、輸入（納税）申告書の「船（取）卸港」欄には当該申告書に係

る貨物が船（取）卸される港名又は空港名を記載することとされており、「積出地」欄

には当該貨物が船舶又は航空機に積まれた場所を記載することとされています。 

（税関様式関係通達（昭和 47年３月１日蔵関第 107 号）Ⅱ記載要領及び留意事項） 

これらの具体例については、以下のとおりです。 

【船（取）卸港】 

（具体例１） 

外国貿易船であるＸ号により、本邦以外のＡ国から本邦まで貨物が運送された場

合において、当該貨物が、本邦の a港で船卸しされた後、a港に隣接する保税地域に

搬入された上で、当該保税地域の所在地を所轄する税関長の輸入の許可を受けた後、

Ｘ号若しくはＸ号以外の外国貿易船又は沿海通航船により、a港から b港まで運送さ

れ、b港において船卸しされたときは、輸入（納税）申告書の「船（取）卸港」欄に

は a港を記載することとなります。 

（具体例２） 

外国貿易船であるＸ号により、本邦以外のＡ国から本邦まで貨物が運送された場

合において、当該貨物が、本邦の a港で船卸しされた後、a港に隣接する保税地域に

搬入されたものの、当該保税地域の所在地を所轄する税関長の輸入の許可を受ける

ことなく、Ｘ号若しくはＸ号以外の外国貿易船又は沿海通航船により、a港から b

港まで保税運送された上で、b港において船卸しされた後、b港に隣接する保税地域

に搬入され、当該保税地域の所在地を所轄する税関長の輸入の許可を受けたときは、

輸入（納税）申告書の「船（取）卸港」欄には b港を記載することとなります。 

【積出地】 

（具体例３） 

外国貿易船であるＹ号により、本邦以外のＢ国の b港から本邦以外のＣ国の c港

を経由して本邦の d港まで貨物が運送された場合において、当該貨物に係る船荷証

券（Ｂ/Ｌ）が、Ｂ国の b港から本邦の d港に至るまでの一貫運送を証するものであ

るときは、輸入（納税）申告書の「積出地」欄にはＢ国の b港を記載することとな

ります。 

（具体例４） 

外国貿易船であるＹ号により、本邦以外のＢ国の b港から本邦以外のＣ国の c港

まで貨物が運送された後、Ｃ国の c港において、当該貨物が外国貿易船であるＺ号

に積み替えられ、Ｚ号により本邦の d港まで貨物が運送された場合において、当該

貨物に係る船荷証券（Ｂ/Ｌ）が、Ｃ国の c港から本邦の d港に至るまでの運送を証

するものであるときは、輸入（納税）申告書の「積出地」欄にはＣ国の c港を記載

することとなります。 
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